
おたふくかぜ予防接種自己負担金免除申請書兼同意書

(あて先)仙台市長

卜記のとおＯ、おたふくかぜ予防接秘の自己負担金免除を申請します。

JEiﾐだ、仙台市が、自己負担金免除の対象者であることを確認 するため、世帯全員の市民税課税状況など、

確認に必要な範囲で個人情報を調査することに同意しま寸。

申請日I令和　　　 年　　　　J 」　　　日

◆太枠内をれ人しこください。

●接弓を受ける方が、ｉ歳以上3 歳未満で。

べ涛曹の;il笞る卜 帯学輔が汚保税非戌税の場合が対象です。

◆甲ｊ;にあたっ'Ｃま､聊'面の事項春よくお読みください。

◆添付書魏が必要な場合が面りますので､耳面尽-ご確認くどきい。

【護当する元 号にチェックしてくださいl

接種を

受ける方

フリガナ

生年月日

令和

氏　名
年 月 日

(満　　　口 歳)

睨 住 所

(住民票が
あるところ)

一丁 -

化片 市　　　　　　 区

※原発 避難者特例法で指定された福島県内の13 市町村から仙 台市に退難され､届け出をしている方は、

避難先住所(仙台市)と避難元住所(福島県)を記戟のうえ､裏面ウ〕の書類を添付してください。

申請者

(保護者)

フリガナ

竺年月日

口 昭和　一口 平成

氏　名
年 月 日

現 仕 所

(住民票が

あるところ)

※接種を受ける方と同じ場合は､| 同上|と記入してください。

▼現件所と実際にお俘まいのところが異なる場合､下欄にご記入ください

確認通知書
の送勺先

一丁 -

連絡先

電話=隋号 -　　　-
接種を受ける力

との続柄

※ 自己負担金免除の可否について確認し､結果を記載した確認通知書を郵送いたします。

※ 申請書の控えが必要な場合は、送付前にコピーをお取りいただきますようぉ 願いいたします。、



申請にあたつての注意事項(必ずお読みください)

１。自己負担金免除の対象者について

・接種を受ける方が1歳以上3歳未満で、接種を受ける方の保護者が市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)

に属する場合に対象となります。

･保護者の世帯にお一人でも市民税を課税されている方がいる場合は、自己負担金免除の対象となり・せん。

よくご確認のうえ申諮してください。

2ﾚ 市民 税課 税状況 の 確認 につ い て

べ|｣台市では、保護者および保護=肴と同一世帯全員の市民 税課税状況につい て確誌しま寸。

一市民税課税状況については、申詰時点で確認が可能な最新年度のもの で縫認します。

3. 添 付 書類 が必 要な 場合につい て

同一世帯に下記に該肖する方がいる場合は、証明書類を申請書に添付してください。

該当する方 必要な範囲 添付書類

ﾉ勺市民税の申告を行つていない方

(未申告の方戸
未EEｮ告の方全員分

非課税証明書

(税担当課での申告が必要です)

ィ) 市 民 税 の 賦 課 晰 口‘2 現 在 、

仙 台 市 以 外 にお 住 ま い た った力

'24月 １日～町=|中旬のEi=1譚 今和5年1剛 日

5月中匍～3月31FIの申詰:令和6年1月↑｢1

仙台市以外に

お住まいだった方

全員分

市(町村)民税非課税証明書

(賦課期日にお住まいだつた市釘村で

発行される晟新年度のもの)

ウ)原発避難者特例法で指定された

福島県内の13 市町村^3から仙台市に

避難され､届け出をしている方

保護者および現在同居

してﾌいる方全員分

市(釘村)民税非課税証明霖

(避難元市町村で発行されるもの)

工)保護者が仙台巾以外にお件まいの場合
保護者および保護者と

同一世帯の方全員分

住民票の写し､市く町村)民税非課税証明書

(ぉ住＆いの市日T利で発行されるもの)

‘1

‘2

‘3

市民税の扶ｉ に入りでいる方は､添付書類に不要です、

イ)のLI忖について;jrE民税の決定咄こより変勤しますので､詳しくljお間い合わせください。

131tj町村:いわきか 田村I?｣･南相馬伽 川俣町一広野町･楢驚町･富岡町 一大ｌ 町一双雲町一浪廻町･JI 内村･葛尾村一飯舘村

4｡ 確 認通知 書につ い て

・確認の結果は、仙台市認定欄に記載のうえ、郵送します。(2週間程度かかる場合びあ0 ます)

・自己負担金免除の対象者であることが確認された方は、接種当日に仙台市内の登録医療磯関に確認通知書

を提出 することで、無料でワクヱンを接種 することができます。(対象者ではない場合、無料にはな０ません。)

5. 接種 につい て

・予約が必要な場合があ０ますので、あらかじめ医療機関に電話などでご確認ください。

・接種可能な医療機関は、仙台市ホームページに一覧を掲載しでいまlj。

・電話などでのご相談は、下 記の各区保健福祉センタ一家庭健康誤、各総合支所保健福祉課にお問い合わせ

ください 。

【予防接 種に関 する問い 合 わせ先】

肖葉区役所家庭健康課　 登225-ｱ211 ㈹

宮城野区役所家庭健康課 登291,2111 ㈹

太白区役所家庭健康課　9247-1111 ㈹

泉区役所家庭健康課　　 言372-3111 ㈹

青葉区宮城総合支所保健福祉課

若林区役所家庭健康課

太白区秋保総合支所保健棉祉課

雲392-2111 ㈹

ｓ?8?,1111 ㈹

a399-2111 ㈹

本申請に関する問い合わせ･送付先　仙台円予防介画課TEL D22-214-8452( 直通)

〒980-8671U｣ 台市青葉Σ国分町三丁目7昌1号
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